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問題 1: 個人の専門家責任と会社の使用者責任との関係

従業員の職務上の不法行為における、個人の直接責任と会社の使用者責任の関係性

本問題の論点

この問題は、金融商品取引業者の従業員が職務上、投資家に損害を与えた場合の法的責任の

所在を問うています。核心は、「会社の業務だからといって、従業員個人の責任は免除され

ない」という点です。なぜなら、投資家保護を厚くするため、民法は不法行為の直接の実行

者である個人（民法709条）と、その従業員を使用して利益を得ている会社（民法715条の

使用者責任）の双方に責任を認めているからです。この二重の責任構造と、その後の社内で

の求償関係を理解することが重要です。

この論点は、不動産証券化業務におけるコンプライアンスの根幹をなします。従業員一人ひ

とりが「自分自身の法的責任」を自覚することは、組織全体の不正行為を抑止する上で不可

欠です。試験では、民法上の不法行為責任と金商法上の規制がどのように連携して投資家を

保護しているかを問う問題が頻出します。実務においても、顧客への説明責任を果たす上

で、この法的関係の理解は必須です。

重要用語の定義

不法行為責任 (民法709条)

定義: 故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者が、それに

よって生じた損害を賠償する責任のことです。

試験のポイント: 会社の業務として行った行為であっても、違法性が認められれば、行為者

である従業員個人が直接負う責任です。これが全ての責任の出発点となります。「会社の指

示だった」という主張は、原則として免責事由になりません。試験では、この個人責任の存

在を否定する選択肢が誤答の典型パターンです。

使用者責任 (民法715条)

定義: 従業員（被用者）が事業の執行に関して第三者に損害を与えた場合に、その使用者

（会社）も損害を賠償する責任を負うという制度です。

試験のポイント: 従業員の活動から利益を得ている会社は、その活動に伴うリスクも負担す

べき（報償責任）という考えに基づきます。これにより、資力のある会社に賠償を請求でき

• 

• 

• 

• 
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るため、被害者救済が容易になります。重要なのは、使用者責任は従業員個人の不法行為責

任を免除するものではなく、追加的に発生する責任であるという点です。

求償権 (民法715条3項)

定義: 会社が使用者責任に基づき被害者に損害賠償を行った場合に、不法行為を行った従業

員個人に対して、その賠償額の支払いを請求する権利のことです。

試験のポイント: 最終的な責任の所在が不法行為者本人にあることを示す規定です。ただ

し、実務上、会社側の監督体制の不備なども考慮され、求償権の行使が全額認められるとは

限らず、信義則によって制限される場合があります。試験では「会社は従業員に一切請求で

きない」という選択肢は誤りとなります。

関連法令

民法 第709条（不法行為による損害賠償）

故意・過失により他人の権利を侵害した者は、損害を賠償する責任を負う。

本問題への適用: 選択肢イ、ロにおいて、従業員個人が投資家に対して直接責任を負う根拠

となります。

民法 第715条（使用者等の責任）

従業員が事業の執行中に第三者に損害を与えた場合、使用者も責任を負う。賠償後、使用者

は従業員に求償できる。

本問題への適用: 選択肢イ、ロ、ハにおいて、会社が負う責任とその後の求償権の根拠とな

ります。個人の責任を免除するものではない点が重要です。

金融商品取引法 第44条の3第1項第1号

金融商品取引業者やその役職員は、親法人等・子法人等との間で、取引の公正を害するおそ

れのある不公正な条件で取引してはならない。

本問題への適用: 選択肢ニにおいて、顧客の利益を害して子会社を利する行為が、金商法上

の利益相反取引規制に違反する根拠となります。

• 

• 
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関連情報のマトリックス

義務の比較：個人の不法行為責任 vs 会社の使用者責任

比較項目 個人の不法行為責任 会社の使用者責任

法的根拠 民法709条 民法715条

責任の性質 直接責任

(自らの行為に対する責任)

間接責任（代位責任）

(従業員の行為に対する責任)

責任の発生要

件

個人の故意・過失による権

利侵害

従業員の不法行為が「事業の執行について」なされた

こと

投資家からの

請求

個人に対して直接請求可能 会社に対して直接請求可能

求償権 (なし) 会社は賠償後、従業員個人に求償可能（ただし信義則

上の制限あり）

制度比較：一つの違法行為から生じる三重の責任

責任

の種

類

根拠法規 目的 制裁・措置の内容 当事者

民事

責任

民法、金商

法など

被害者の損害回復 損害賠償 加害者（個人・会社）

⇔ 被害者（投資家）

行政

責任

金商法、宅

建業法など

業務の適正化、市

場の健全性確保

業務改善命令、業務停止

命令、登録取消、課徴金

監督官庁 ⇔ 業者（会

社）

刑事

責任

刑法、金商

法など

社会秩序の維持、

犯罪の抑止

懲役、罰金 国家（検察官） ⇔ 行為

者（個人・会社）

解答と論理

正解: 2

各選択肢の正誤を判断します。

イ：従業員個人の責任を否定しているため誤り。

ロ：個人責任と会社責任の発生順序の論理が逆であるため誤り。

ハ：会社の従業員に対する求償権は民法で認められているため正しい。
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ニ：子会社との不公正な取引は金商法で禁止されているため正しい。

したがって、正しいものはハとニの2つです。

選択肢ごとの詳細解説

選択肢 イ：従業員個人の不法行為責任は、会社の指示に従っていれば免除されるか

誤り

結論:  この選択肢は誤りです。

解説:  会社の指示に従って業務を遂行した場合でも、その行為が投資家に対する不法行為

（例：説明義務違反）に該当する場合、行為者である従業員個人の責任（民法709条）は免

除されません。会社の使用者責任（民法715条）は、この個人責任に追加して発生するもの

であり、個人責任に取って代わるものではありません。投資家は、従業員個人、会社、ある

いはその両方に対して損害賠償を請求することができます。

具体例:  ある営業担当者が、会社の販売マニュアル通りにリスクの高い金融商品を「元本は

安全です」と説明して販売し、顧客が損失を被ったとします。この場合、マニュアルに従っ

たとしても、虚偽の説明を行った営業担当者個人は不法行為責任を問われます。同時に、会

社もその営業担当者を監督する立場として使用者責任を問われます。

実務上の留意点:  コンプライアンス上、従業員は会社の指示が法令や顧客の利益に反すると

考えられる場合、それに従う義務はありません。むしろ、上司やコンプライアンス部門に相

談・報告する責務があります。個人の法的責任を自覚することが、組織的な不正を防ぐ第一

歩となります。

学習のポイント:  「会社の業務の一環として行ったのだから、責任はすべて会社が負うはず

だ」と考えがちですが、これは誤解です。民法上の責任は、まず「誰が違法な行為をした

か」という点で個人に帰属し、その上で「誰がその行為から利益を得ていたか」という点で

会社にも及ぶ、という二段階で考える必要があります。

選択肢 ロ：従業員個人の責任は、会社の責任に従属して発生するのか

誤り

結論:  この選択肢は誤りです。

解説:  責任発生の論理的順序が逆です。会社の使用者責任は、従業員個人の不法行為責任が

成立することを前提として発生します。つまり、「従業員が不法行為責任を負うから、会社

も使用者責任を負う」のであり、「会社が責任を負う場合に限って、個人も責任を負う」わ
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けではありません。個人の責任が根源であり、会社の責任はそれに派生する関係にありま

す。

具体例:  仮に、従業員の行為が「事業の執行について」なされたとは言えない場合（例：完

全に私的な行為）、従業員は不法行為責任を負う可能性があっても、会社の使用者責任は発

生しないことがあります。このように、個人の責任と会社の責任は必ずしも常に一体ではあ

りません。

実務上の留意点:  この関係性を理解することは、万が一トラブルが発生した際の責任範囲を

正確に把握するために重要です。会社としては、従業員の不法行為が自社の責任に直結する

ことを認識し、日頃からの教育・監督体制を徹底する必要があります。

学習のポイント:  会社の責任の方が大きい（資力がある）ため、個人の責任は会社責任の一

部であるかのように錯覚しがちです。しかし、法的には個人の責任が独立して存在し、それ

が使用者責任のトリガー（引き金）になると理解することが正確です。

選択肢 ハ：会社は、損害賠償を行った後、原因となった従業員に求償できるか

正しい

結論:  この選択肢は正しいです。

解説:  民法第715条第3項は、使用者が被害者に賠償を行った後、被用者（従業員）に対し

て求償権を行使することを明確に認めています。これは、損害を発生させた直接の原因が従

業員の行為にあるため、最終的な負担をその従業員に求めることを可能にする趣旨です。し

たがって、懲戒処分とは別に、金銭的な補填を請求される可能性があります。

具体例:  会社が説明義務違反で顧客に1,000万円の賠償を行った場合、会社はその担当社員

に対して、1,000万円の全部または一部の支払いを求めることができます。ただし、判例で

は、会社の監督体制の不備なども考慮され、請求が信義則上制限されることがあります。

実務上の留意点:  この求償権の存在は、従業員にとって強いインセンティブとなり、職務遂

行における注意深さと法令遵守意識を高める効果があります。会社としては、求償権の行使

可能性も視野に入れつつ、そもそも従業員が不法行為を犯さないような管理体制を構築する

ことが最も重要です。

学習のポイント:  「会社が賠償金を払ったら、それで終わり」と考えがちですが、社内での

責任追及が法的に可能である点を見落とさないように注意が必要です。

選択肢 ニ：金融商品取引業者の従業員が、顧客の利益を害して自社の子会社を利する取引を行うことの

適法性

正しい

結論:  この選択肢は正しい記述です。
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解説:  この行為は、典型的な利益相反取引であり、金融商品取引法第44条の3第1項第1号で

禁止されています。この規定は、金融商品取引業者またはその役職員が、親法人等・子法人

等との間で「通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条

件」で取引を行うことを禁じています。顧客（X）から媒介を依頼された受益権を、市場価

格より著しく安い価格で自社の関連会社に売却することは、顧客の利益を犠牲にして子会社

の利益を図る行為であり、明確にこの規定に違反します。

具体例:  アセットマネージャーが、運用ファンドの保有物件を、市場価格10億円のとこ

ろ、関連会社に8億円で売却するケースなどがこれに該当します。これは、ファンドの投資

家に対する忠実義務違反でもあります。

実務上の留意点:  グループ会社間での取引は、効率性の観点から行われることもあります

が、常に利益相反のリスクを伴います。そのため、実務では、価格の妥当性を第三者の鑑定

評価で担保したり、コンプライアンス委員会で厳格な審査を行ったりするなどの弊害防止措

置が不可欠です。

学習のポイント:  「グループ全体の利益になるのだから問題ない」という内向きの論理は、

投資家保護を目的とする金融商品取引法では通用しません。常に、顧客の利益が最優先され

るべきであるという原則を忘れてはいけません。

周辺知識・学習のヒント

実務上の留意点： 求償権の行使制限（信義則による制限）

民法上、会社は従業員に求償できますが、判例ではその権利行使が制限されるケースがあり

ます。例えば、会社の指揮命令系統や教育体制に不備があった場合、または従業員に過大な

ノルマを課していた場合など、損害の発生が従業員個人の責任だけに帰せられない状況で

は、求償が「信義誠実の原則」に反するとして、全額の請求が認められないことがありま

す。これは、リスクを生じさせ利益を得ている会社も、相応の負担をすべきという考え方に

基づいています。

企業不祥事の教訓： 個人責任の現実化：なぜコンプライアンスは「自分事」なのか

過去の金融不祥事では、組織ぐるみの不正行為に関与したとして、担当者個人が刑事責任を

問われ、有罪判決を受けた事例が数多く存在します。「上司の指示だった」「会社の慣行

だった」という弁解は通用せず、個人の責任が厳しく追及されます。これは、民事責任にお

いても同様です。本問を通じて、コンプライアンスは会社のためだけではなく、従業員自身

のキャリアと人生を守るための「自分事」であると深く認識することが、プロフェッショナ

ルとして不可欠です。
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